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○
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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
事
業
を
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
事
業

(

六
・
五
・
一
号

長
根
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
八
戸
市
大
字
売
市
字
興
遊
下
、
大
字
糠
塚
字
下
屋
敷
及
び
大
字
稲
荷
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

株
式
会
社

建
築
構
造

セ
ン
タ
ー

東
京
都
新
宿
区
新
宿

二
丁
目
一
の
二

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
二
丁
目
一
の

二

白
鳥
ビ
ル
二

階
二

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
三
階

三

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

四

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
高
砂

二
丁
目
二
の
三

さ
い
た
ま
浦
和
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
三
階

五

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
三
の
一
九

日

総
第
八
ビ
ル
八
階

六

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

七

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

八

岡
山
県
岡
山
市

北
区
丸
の
内
二
丁

目
一
二
の
二
○

内
山
下
ビ
ル
三
○

三
号
室

九

広
島
県
広
島
市

中
区
八
丁
堀
一
五

の
六

広
島
ち
ゅ

う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇

四
―
二
号
室

十

愛
媛
県
松
山
市

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ

ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
一
号
室

十
一

佐
賀
県
佐
賀

市
駅
前
中
央
一
丁

目
九
の
三
八

い

ち
ご
佐
賀
ビ
ル
七

〇
四
号
室

十
二

長
崎
県
長
崎

市
万
才
町
六
の
三

三

高
木
ビ
ル
五

〇
一
号

十
三

宮
崎
県
宮
崎

平
成
二
十
六
年
四
月

一
日

市
川
原
町
五
の
一

〇

ミ
ネ
ッ
ク
ス

川
原
八
階

十
四

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
東
千
石
町

一
の
三

鹿
児
島

第
二
ビ
ル
三
階
Ｂ

室
十
五

沖
縄
県
浦
添

市
字
城
間
三
〇
一

九

座
波
建
設
ビ

ル
三
〇
八
号
室

変
更
後

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
二
丁
目
一
の

二

白
鳥
ビ
ル
二

階
二

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
三
階

三

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

四

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
浦
和
区
高
砂

二
丁
目
二
の
三

さ
い
た
ま
浦
和
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
三
階

五

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
三
の
一
九

日

総
第
八
ビ
ル
八
階

六

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

七

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

八

岡
山
県
岡
山
市

北
区
内
山
下
一
丁

目
三
の
一
九

成

広
ビ
ル
二
階

九

広
島
県
広
島
市

中
区
八
丁
堀
一
五

の
六

広
島
ち
ゅ

う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇

四
―
二
号
室

十

愛
媛
県
松
山
市

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ



( )

公

告

県
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地

(

建
物
、
工
作
物
等
を
含
む
。)

の
売
却

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
警
察
当
局
か
ら
排
除
要
請
が
あ
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

四

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
入
札
案
内
書
の
交
付

場
所青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
管
理
課

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
の
一

東
急
リ
バ
ブ
ル
株
式
会
社
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事

業
本
部

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
管
理
課

２

入
札
日
時

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

午
前
九
時
か
ら

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

午
後
五
時
ま
で

(

必
着)

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
の
受
付
は
、
行
わ
な
い
。

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
西
棟
七
階
Ｃ
会
議
室

４

開
札
日
時

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

午
前
十
時
か
ら

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限
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ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
一
号
室

十
一

佐
賀
県
佐
賀

市
駅
前
中
央
一
丁

目
九
の
三
八

い

ち
ご
佐
賀
ビ
ル
七

〇
四
号
室

十
二

長
崎
県
長
崎

市
万
才
町
六
の
三

三

高
木
ビ
ル
五

〇
一
号

十
三

宮
崎
県
宮
崎

市
川
原
町
五
の
一

〇

ミ
ネ
ッ
ク
ス

川
原
八
階

十
四

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
東
千
石
町

一
の
三

鹿
児
島

第
二
ビ
ル
三
階
Ｂ

室
十
五

沖
縄
県
浦
添

市
字
城
間
三
〇
一

九

座
波
建
設
ビ

ル
三
〇
八
号
室

所

在

地

地

目

地
積

(

平
方
メ
ー
ト
ル)

青
森
市
造
道
三
丁
目
二
五
の
一
、
二
五
の
三
二

宅

地

八
、
一
五
九
・
五
三



( )

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
の
引
渡
し
は
、
現
状
有
姿
に
よ
り
行
う
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
必
ず
入
札
前
に
現
地

の
確
認
を
す
る
こ
と
。

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
二
十
六
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ア
ー
ト
建
設

二

氏
名

吉
田

大
介

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
柏
玉
水
坪
貝
五
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
七
〇
〇
〇
四
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
泰
和
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

長
利

富
士
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
一
八
〇
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
六
三
四
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

博
物
館
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号)

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
み
ち

の
く
北
方
漁
船
博
物
館
の
登
録
博
物
館
と
し
て
の
登
録
を
ま
っ
消
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

労

働

委

員

会
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(
)

青 森 県 労 働 委 員 会 の 庶 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 四 月 十 四 日

青 森 県 労 働 委 員 会 会 長 石 田 恒 久

青 森 県 労 働 委 員 会 規 則 第 一 号

青 森 県 労 働 委 員 会 の 庶 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

青 森 県 労 働 委 員 会 の 庶 務 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 七 年 五 月 青 森 県 労 働 委 員 会 規 則 第 二

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 ｢ 次 の 各 号 に ｣ を ｢ 次 に ｣ に 改 め 、 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 三 号 か

ら 第 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 労 働 委 員 会 審 査 委 員 長 印

別 表 中

｢

を

｣

｢

に

｣

改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

あ っ せ ん 員 候 補 者 の 氏 名 等

労 働 関 係 調 整 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 一 年 勅 令 第 四 百 七 十 八 号 ) 第 四 条 及 び 労 働 委 員 会

規 則 ( 昭 和 二 十 四 年 中 央 労 働 委 員 会 規 則 第 一 号 ) 第 六 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 あ っ

せ ん 員 候 補 者 を 次 の と お り 公 示 す る 。

青
森
県
報

平
成
26
年
４
月
14
日
月
曜
日

第
38
30
号

5

７ 労働委員会事務局審査調整課長印

５ 労働委員会事務局印

２４ミリメートル四方

３ 労働委員会調停委員会委員長印

２４ミリメートル四方

６ 労働委員会事務局長印

２４ミリメートル四方

４ 労働委員会仲裁委員会委員長印

２４ミリメートル四方

青 森 県 労 働

委 員 会 仲

裁 委 員 会

委 員 長 之 印

青 森 県 労 働

委 員 会 事 務

局 長 之 印

青 森 県 労 働

委 員 会 調

停 委 員 会

委 員 長 之 印

青 森 県 労

働 委 員 会

事 務 局 之 印

青森県労働
委員会事務
局審査調整
課 長 之 印

２１ミリメートル四方

７ 労働委員会事務局長印

２４ミリメートル四方

５ 労働委員会仲裁委員会委員長印

２４ミリメートル四方

３ 労働委員会審査委員長印

２４ミリメートル四方

８ 労働委員会事務局審査調整課長印

２１ミリメートル四方

６ 労働委員会事務局印

２４ミリメートル四方

４ 労働委員会調停委員会委員長印

２４ミリメートル四方

青 森 県 労 働

委 員 会 審 査

委 員 長 之 印

青 森 県 労 働

委 員 会 仲

裁 委 員 会

委 員 長 之 印

青 森 県 労 働

委 員 会 事 務

局 長 之 印

青 森 県 労 働

委 員 会 調

停 委 員 会

委 員 長 之 印

青 森 県 労

働 委 員 会

事 務 局 之 印

青森県労働
委員会事務
局審査調整
課 長 之 印



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

石

田

恒

久
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氏

名

職

業

石
田

恒
久

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

大
澤

一
實

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

赤
城

国
臣

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
大
学
名
誉
教
授

今

喜
典

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

青
森
公
立
大
学
特
任
教
授

前
田

み
き

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

全
日
通
労
働
組
合
青
森
支
部
執
行
委
員
長

鈴
木
パ
テ
ィ

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
イ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
労
働
組
合
連
合
会
オ
ー
ル
サ
ン
デ
ー

ユ
ニ
オ
ン
中
央
執
行
副
委
員
長

石
田

隆
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連
合
会
会
長

小
野

武
司

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

三
八
五
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長

谷
川

浩
二

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
愛
成
会
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長

北
村
真
夕
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長

寺
下

一
之

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

寺
下
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

藤
本

和
夫

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

協
同
組
合
青
森
総
合
卸
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事

斎
藤

悦
朗

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
航
空
電
子
株
式
会
社
取
締
役

小
笠
原

裕

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

一
般
社
団
法
人
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

八
島

英
彦

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

白
坂

和
久

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

對
馬

甲

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
副
参
事

鈴
木

孝
志

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
副
参
事


